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こ
ど
も
の
城
で
は
、
正
午

か
ら
１
時
ま
で
食
事
や
交
流

が
で
き
る
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を

導
入
し
て
い
る
が
、
高
階
児

童
館
等
に
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を

導
入
で
き
な
い
か
伺
う
。

　
こ
ど
も
未
来
部
長
　
高
階

児
童
館
と
川
越
駅
東
口
児
童

館
は
、
複
合
施
設
に
設
置
さ

れ
て
い
る
児
童
館
で
あ
る
。

現
在
、
飲
食
に
つ
い
て
は
、

共
用
ス
ペ
ー
ス
の
一
部
の
利

用
で
あ
る
た
め
、
交
流
の
場

と
し
て
の
機
能
は
不
足
し
て

い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
は
、
食
事

を
し
な
が
ら
の
親
子
、
あ
る

い
は
、
子
育
て
中
の
親
子
の

交
流
機
会
と
な
る
た
め
、
乳

幼
児
を
抱
え
る
子
育
て
世
代

に
と
っ
て
大
変
重
要
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
複
合
施
設
の
管

理
者
等
と
導
入
に
向
け
た
課

題
を
整
理
し
、
実
施
に
向
け
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
子
育
て
支
援
の
充
実
を

質問

問答

日
本
共
産
党

高
階
児
童
館
等
に
食
事
場
所
を13

　
県
内
で
深
谷
市
な
ど
３
市

で
給
付
型
奨
学
金
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
本
市
で
も
給
付

型
奨
学
金
制
度
の
創
設
を
。

　
教
育
総
務
部
長
　
給
付
型

奨
学
金
は
、
返
済
義
務
が
無

い
こ
と
か
ら
、
社
会
人
と
し

て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た

学
生
に
と
っ
て
は
、
負
担
が

無
く
、
有
益
な
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
給
付
型
奨
学
金

創
設
の
最
も
大
き
な
課
題
は
、

財
源
を
手
当
て
で
き
る
か
、

さ
ら
に
財
源
を
継
続
的
に
確

保
で
き
る
か
に
あ
る
。
ま
た
、

校
種
や
対
象
者
の
範
囲
、
所

得
基
準
の
有
無
な
ど
、
給
付

対
象
者
を
ど
の
よ
う
に
選
考

す
る
か
に
つ
い
て
も
課
題
で

あ
る
。
今
後
、
国
や
県
の
動

向
を
注
視
し
、
先
進
市
の
事

例
の
検
証
を
通
し
て
、
調
査

・
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
学
校
給
食

　
市
立
診
療
所
跡
地
と
周
辺

質問 質問

問答

本
　
山
　
修
　
一

日
本
共
産
党

給
付
型
奨
学
金
制
度
の
創
設
を12

　
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担

軽
減
の
た
め
、
川
口
市
、
熊

谷
市
、
春
日
部
市
並
み
に
一

般
会
計
を
繰
り
入
れ
る
な
ど

税
額
引
き
下
げ
の
工
夫
を
検

討
し
て
は
ど
う
か
。

　
市
長
　
一
般
会
計
か
ら
の

繰
り
入
れ
に
つ
い
て
は
、
国

保
の
加
入
者
以
外
の
方
か
ら

は
保
険
料
を
二
重
に
徴
収
し

て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
た

め
、
安
易
に
増
額
で
き
な
い
。

国
保
税
の
負
担
感
が
少
な
く
、

国
保
の
加
入
者
以
外
の
方
か

ら
も
非
難
さ
れ
に
く
い
方
策

を
検
討
し
て
い
く
。

　
小
規
模
企
業
振
興
策
を

　
国
民
健
康
保
険
税
引
下
げ

質問 質問

　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
、

ス
ポ
ー
ツ
都
市
宣
言
を
し
、

「
ス
ポ
ー
ツ
の
街
川
越
」
を

世
界
に
発
信
す
る
こ
と
に
つ

い
て
市
長
の
見
解
を
伺
う
。

　
市
長
　
２
０
２
０
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
開
催
は
、
子
ど
も
か

ら
お
年
寄
り
ま
で
、
す
べ
て

の
人
に
夢
と
希
望
を
与
え
て

く
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し

て
、
本
市
の
更
な
る
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興
に
つ
な
げ
て
い
き

た
い
。
都
市
宣
言
に
つ
い
て

は
、
ス
ポ
ー
ツ
都
市
宣
言
、

ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
、

健
康
福
祉
と
ス
ポ
ー
ツ
の
ま

ち
づ
く
り
宣
言
な
ど
、
自
治

体
に
よ
り
様
々
な
形
に
な
っ

て
い
る
。
今
後
、
都
市
宣
言

を
し
た
こ
と
に
よ
る
効
果
等

を
含
め
、
他
市
の
状
況
を
十

分
に
調
査
・
研
究
し
て
い
き

た
い
。

　
大
規
模
災
害
へ
の
対
応

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
策

質問 質問

　
平
成
25
年
度
介
ご
保
険
事

業
は
約
22
億
円
の
黒
字
。
基

金
見
込
み
約
19
億
円
の
半
分

を
活
用
す
れ
ば
、
保
険
料
を

１
人
年
間
１
万
円
引
下
げ
ら

れ
る
が
、
市
の
考
え
を
伺
う
。

　
福
祉
部
長
　
少
子
高
齢
化

が
一
層
進
展
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
て
い
る
中
で
、
将
来

を
見
据
え
た
介
護
保
険
料
の

負
担
の
平
準
化
を
視
野
に
入

れ
、
介
護
保
険
保
険
給
付
費

等
準
備
基
金
を
枯
渇
さ
せ
な

い
よ
う
な
配
慮
も
必
要
で
あ

り
、
基
金
の
取
り
崩
し
に
は
、

慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

一
方
、
昨
今
の
経
済
情
勢
か

ら
、
高
齢
者
に
今
ま
で
以
上

の
過
度
な
負
担
を
求
め
る
こ

と
も
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
現

在
、
川
越
市
介
護
保
険
事
業

計
画
等
審
議
会
で
厳
正
に
審

議
を
行
っ
て
い
る
。

　
介
護
保
険
料
引
き
下
げ
を

　
し
ご
と
支
援
セ
ン
タ
ー

質問 質問

　
現
状
の
施
設
管
理
公
社
が

短
期
間
で
今
ま
で
で
き
な
か

っ
た
大
幅
な
改
革
が
で
き
る

の
か
。
で
き
な
か
っ
た
場
合
、

市
は
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ

る
の
か
。

　
政
策
財
政
部
長
　
20
年
以

上
、
施
設
管
理
を
主
な
業
務

と
し
て
き
た
現
状
な
ど
を
勘

案
す
る
と
、
短
期
間
で
大
幅

な
改
革
を
行
う
こ
と
は
、
難

し
い
課
題
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
多
様
な
視
点
に
立

ち
、
自
立
性
の
高
い
事
業
計

画
を
立
案
す
る
な
ど
、
業
務

改
善
を
図
る
こ
と
を
目
標
と

し
た
計
画
を
策
定
し
、
段
階

を
踏
み
な
が
ら
積
極
的
に
改

善
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
改
善
が
見
込
め
な
い
場
合
、

原
因
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、

指
定
管
理
者
の
選
定
方
法
及

び
指
定
管
理
施
設
の
管
理
手

法
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
外
郭
団
体
の
見
直
し

質問

民

主

党

川
越
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル

17

無

所

属

施
設
管
理
公
社
の
大
改
革
を

16

問答

問答

問答

問答

日
本
共
産
党

引
下
げ
可
能
な
介
ご
保
険
料

14

日
本
共
産
党

高
い
国
保
税
は
引
き
下
げ
を

15

　
市
長
後
援
会
が
会
費
制
で

主
催
し
た
過
去
３
回
の
懇
親

会
等
で
、
収
支
不
足
分
の
約

１
２
６
万
円
を
補
て
ん
し
た

行
為
は
、
公
職
選
挙
法
に
抵

触
す
る
支
出
で
は
な
い
の
か

　
市
長
　
指
摘
の
点
に
つ
い

て
は
、
公
職
選
挙
法
の
後
援

団
体
が
行
う
寄
附
の
制
限
に

関
す
る
規
定
の
問
題
で
、
飲

食
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て

後
援
団
体
が
出
し
た
と
い
う

点
が
、
金
額
等
に
も
よ
ろ
う

か
と
思
う
が
、
そ
の
寄
附
に

問
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と

い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
。

私
の
後
援
団
体
が
公
職
選
挙

法
に
抵
触
す
る
可
能
性
の
高

い
支
出
を
し
た
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆
様

方
に
支
援
を
受
け
て
い
る
私

と
し
て
も
、
市
民
の
皆
様
方

に
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
学
校
給
食
費
の
改
定

　
市
政
運
営
と
政
治
活
動

質問 質問

問答 　
現
在
は
役
所
の
就
業
時
間

内
の
利
用
に
留
ま
っ
て
い
る

Ｅ
Ｖ
（
電
気
自
動
車
）
の
急

速
充
電
器
の
利
用
時
間
を
利

用
者
の
利
便
性
を
考
え
て
土

日
に
も
利
用
で
き
な
い
か
？

　
総
務
部
長
　
急
速
充
電
器

の
利
用
に
つ
い
て
は
、
い
た

ず
ら
防
止
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
な
ど
の
観
点
か
ら
、
職

員
が
常
駐
し
て
い
る
時
間
で

の
平
日
の
み
の
利
用
と
な
っ

て
い
る
。
土
日
休
日
の
急
速

充
電
器
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

公
用
車
管
理
棟
に
職
員
が
常

駐
し
て
い
な
い
た
め
、
無
人

管
理
で
の
対
応
は
、
難
し
い

状
況
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
電
気
自
動
車
の

普
及
に
伴
う
利
用
回
数
や
市

民
ニ
ー
ズ
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
か
ら
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
な
ど
先
進
市
へ
の

詳
細
な
調
査
を
行
い
、
情
報

収
集
に
努
め
た
い
と
考
え
る
。

　
急
速
充
電
器
の
利
用

質問

問答

民

主

党

今
　
野
　
英
　
子

 

片
　
野
　
広
　
隆

市
長
後
援
会
の
会
計
処
理

19

山
　
木
　
綾
　
子

民

主

党

土
日
の
急
速
充
電
器
の
利
用
も18

山
　
根
　
史
　
子

川
　
口
　
啓
　
介

川
　
口
　
知
　
子

柿
　
田
　
有
　
一

市長に説明責任と猛省を求める決議

　去る平成２６年１１月２７日に開会した川越市議会第６回定例会第１４日の本会議での一般質問におい

て、川合善明市長は自身の後援会が主催した平成２２年開催の「川合よしあき市政報告会・賀詞交歓会」

における収支の不足した差額３９万５１５４円ならびに平成２４年開催の「川合よしあき市政報告・賀詞

交歓会」における収支の差額４８万９５１７円、そして、平成２５年開催の「川合よしあき後援会役員懇

親会」における収支の差額３７万７０６０円の総額１２６万１７３１円の不足分の支払いや有権者の有無

について問われると、不足分については川合よしあき後援会で負担し、有権者も参加していたと答弁した。

　また、自身の後援会が行ったこれら費用負担については公職選挙法第１９９条の５第１項ならびに第２

項で禁止されている後援団体が行う寄附の制限に抵触する可能性が高い不適正な支出であることを市長自

身が認めた。

　現職閣僚が自らの後援団体の政治資金の問題で引責辞任するなど、国民や有権者から「政治とカネ」に

対する厳しい姿勢が問われている中で、川合善明市長自らの名が冠され、所在地が市長の自宅であり、会

計責任者が市長の親族である後援団体が公職選挙法に抵触する可能性がある今回の様な政治資金の不適正

な取り扱いを３年以上も続けてきたとともに、こうした後援団体から川合善明市長自身が政治活動の支援

を受けてきたことは極めて遺憾である。

　今回問題となった川合よしあき後援会が行った公職選挙法に抵触する可能性の高い事業について新聞を

はじめとするマスコミでも大きく取り上げられ公となった事態は、川合善明市長に市政運営を負託した川

越市民の信頼を大きく損なうものであり、川越市の名を貶めたことは重大な政治的責任を問われるもので

ある。

　政治や政治家に対して、有権者から「政治とカネの問題」について厳しく自浄作用が求められている今、

川合善明市長と自身の後援会に関する公職選挙法に抵触する可能性が高い不適正な政治資金の取り扱いに

ついて指摘を受けた事実を重く受け止め、自らと川合よしあき後援会の政治資金について市民に対して説

明責任を果たすとともに、出処進退を含めた政治責任を果たすことを強く求める。

　右、決議する。

　　　平成２６年１２月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　越　市　議　会
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こ
ど
も
の
城
で
は
、
正
午

か
ら
１
時
ま
で
食
事
や
交
流

が
で
き
る
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を

導
入
し
て
い
る
が
、
高
階
児

童
館
等
に
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を

導
入
で
き
な
い
か
伺
う
。

　
こ
ど
も
未
来
部
長
　
高
階

児
童
館
と
川
越
駅
東
口
児
童

館
は
、
複
合
施
設
に
設
置
さ

れ
て
い
る
児
童
館
で
あ
る
。

現
在
、
飲
食
に
つ
い
て
は
、

共
用
ス
ペ
ー
ス
の
一
部
の
利

用
で
あ
る
た
め
、
交
流
の
場

と
し
て
の
機
能
は
不
足
し
て

い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
は
、
食
事

を
し
な
が
ら
の
親
子
、
あ
る

い
は
、
子
育
て
中
の
親
子
の

交
流
機
会
と
な
る
た
め
、
乳

幼
児
を
抱
え
る
子
育
て
世
代

に
と
っ
て
大
変
重
要
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
複
合
施
設
の
管

理
者
等
と
導
入
に
向
け
た
課

題
を
整
理
し
、
実
施
に
向
け
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
子
育
て
支
援
の
充
実
を

質問

問答

日
本
共
産
党

高
階
児
童
館
等
に
食
事
場
所
を13

　
県
内
で
深
谷
市
な
ど
３
市

で
給
付
型
奨
学
金
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
本
市
で
も
給
付

型
奨
学
金
制
度
の
創
設
を
。

　
教
育
総
務
部
長
　
給
付
型

奨
学
金
は
、
返
済
義
務
が
無

い
こ
と
か
ら
、
社
会
人
と
し

て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た

学
生
に
と
っ
て
は
、
負
担
が

無
く
、
有
益
な
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
給
付
型
奨
学
金

創
設
の
最
も
大
き
な
課
題
は
、

財
源
を
手
当
て
で
き
る
か
、

さ
ら
に
財
源
を
継
続
的
に
確

保
で
き
る
か
に
あ
る
。
ま
た
、

校
種
や
対
象
者
の
範
囲
、
所

得
基
準
の
有
無
な
ど
、
給
付

対
象
者
を
ど
の
よ
う
に
選
考

す
る
か
に
つ
い
て
も
課
題
で

あ
る
。
今
後
、
国
や
県
の
動

向
を
注
視
し
、
先
進
市
の
事

例
の
検
証
を
通
し
て
、
調
査

・
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
学
校
給
食

　
市
立
診
療
所
跡
地
と
周
辺

質問 質問

問答

本
　
山
　
修
　
一

日
本
共
産
党

給
付
型
奨
学
金
制
度
の
創
設
を12

　
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担

軽
減
の
た
め
、
川
口
市
、
熊

谷
市
、
春
日
部
市
並
み
に
一

般
会
計
を
繰
り
入
れ
る
な
ど

税
額
引
き
下
げ
の
工
夫
を
検

討
し
て
は
ど
う
か
。

　
市
長
　
一
般
会
計
か
ら
の

繰
り
入
れ
に
つ
い
て
は
、
国

保
の
加
入
者
以
外
の
方
か
ら

は
保
険
料
を
二
重
に
徴
収
し

て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
た

め
、
安
易
に
増
額
で
き
な
い
。

国
保
税
の
負
担
感
が
少
な
く
、

国
保
の
加
入
者
以
外
の
方
か

ら
も
非
難
さ
れ
に
く
い
方
策

を
検
討
し
て
い
く
。

　
小
規
模
企
業
振
興
策
を

　
国
民
健
康
保
険
税
引
下
げ

質問 質問

　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
、

ス
ポ
ー
ツ
都
市
宣
言
を
し
、

「
ス
ポ
ー
ツ
の
街
川
越
」
を

世
界
に
発
信
す
る
こ
と
に
つ

い
て
市
長
の
見
解
を
伺
う
。

　
市
長
　
２
０
２
０
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
開
催
は
、
子
ど
も
か

ら
お
年
寄
り
ま
で
、
す
べ
て

の
人
に
夢
と
希
望
を
与
え
て

く
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し

て
、
本
市
の
更
な
る
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興
に
つ
な
げ
て
い
き

た
い
。
都
市
宣
言
に
つ
い
て

は
、
ス
ポ
ー
ツ
都
市
宣
言
、

ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
、

健
康
福
祉
と
ス
ポ
ー
ツ
の
ま

ち
づ
く
り
宣
言
な
ど
、
自
治

体
に
よ
り
様
々
な
形
に
な
っ

て
い
る
。
今
後
、
都
市
宣
言

を
し
た
こ
と
に
よ
る
効
果
等

を
含
め
、
他
市
の
状
況
を
十

分
に
調
査
・
研
究
し
て
い
き

た
い
。

　
大
規
模
災
害
へ
の
対
応

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
策

質問 質問

　
平
成
25
年
度
介
ご
保
険
事

業
は
約
22
億
円
の
黒
字
。
基

金
見
込
み
約
19
億
円
の
半
分

を
活
用
す
れ
ば
、
保
険
料
を

１
人
年
間
１
万
円
引
下
げ
ら

れ
る
が
、
市
の
考
え
を
伺
う
。

　
福
祉
部
長
　
少
子
高
齢
化

が
一
層
進
展
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
て
い
る
中
で
、
将
来

を
見
据
え
た
介
護
保
険
料
の

負
担
の
平
準
化
を
視
野
に
入

れ
、
介
護
保
険
保
険
給
付
費

等
準
備
基
金
を
枯
渇
さ
せ
な

い
よ
う
な
配
慮
も
必
要
で
あ

り
、
基
金
の
取
り
崩
し
に
は
、

慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

一
方
、
昨
今
の
経
済
情
勢
か

ら
、
高
齢
者
に
今
ま
で
以
上

の
過
度
な
負
担
を
求
め
る
こ

と
も
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
現

在
、
川
越
市
介
護
保
険
事
業

計
画
等
審
議
会
で
厳
正
に
審

議
を
行
っ
て
い
る
。

　
介
護
保
険
料
引
き
下
げ
を

　
し
ご
と
支
援
セ
ン
タ
ー

質問 質問

　
現
状
の
施
設
管
理
公
社
が

短
期
間
で
今
ま
で
で
き
な
か

っ
た
大
幅
な
改
革
が
で
き
る

の
か
。
で
き
な
か
っ
た
場
合
、

市
は
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ

る
の
か
。

　
政
策
財
政
部
長
　
20
年
以

上
、
施
設
管
理
を
主
な
業
務

と
し
て
き
た
現
状
な
ど
を
勘

案
す
る
と
、
短
期
間
で
大
幅

な
改
革
を
行
う
こ
と
は
、
難

し
い
課
題
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
多
様
な
視
点
に
立

ち
、
自
立
性
の
高
い
事
業
計

画
を
立
案
す
る
な
ど
、
業
務

改
善
を
図
る
こ
と
を
目
標
と

し
た
計
画
を
策
定
し
、
段
階

を
踏
み
な
が
ら
積
極
的
に
改

善
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
改
善
が
見
込
め
な
い
場
合
、

原
因
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、

指
定
管
理
者
の
選
定
方
法
及

び
指
定
管
理
施
設
の
管
理
手

法
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
外
郭
団
体
の
見
直
し

質問

民

主

党

川
越
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル

17

無

所

属

施
設
管
理
公
社
の
大
改
革
を

16

問答

問答

問答

問答

日
本
共
産
党

引
下
げ
可
能
な
介
ご
保
険
料

14

日
本
共
産
党

高
い
国
保
税
は
引
き
下
げ
を

15

　
市
長
後
援
会
が
会
費
制
で

主
催
し
た
過
去
３
回
の
懇
親

会
等
で
、
収
支
不
足
分
の
約

１
２
６
万
円
を
補
て
ん
し
た

行
為
は
、
公
職
選
挙
法
に
抵

触
す
る
支
出
で
は
な
い
の
か

　
市
長
　
指
摘
の
点
に
つ
い

て
は
、
公
職
選
挙
法
の
後
援

団
体
が
行
う
寄
附
の
制
限
に

関
す
る
規
定
の
問
題
で
、
飲

食
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て

後
援
団
体
が
出
し
た
と
い
う

点
が
、
金
額
等
に
も
よ
ろ
う

か
と
思
う
が
、
そ
の
寄
附
に

問
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と

い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
。

私
の
後
援
団
体
が
公
職
選
挙

法
に
抵
触
す
る
可
能
性
の
高

い
支
出
を
し
た
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆
様

方
に
支
援
を
受
け
て
い
る
私

と
し
て
も
、
市
民
の
皆
様
方

に
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
学
校
給
食
費
の
改
定

　
市
政
運
営
と
政
治
活
動

質問 質問

問答 　
現
在
は
役
所
の
就
業
時
間

内
の
利
用
に
留
ま
っ
て
い
る

Ｅ
Ｖ
（
電
気
自
動
車
）
の
急

速
充
電
器
の
利
用
時
間
を
利

用
者
の
利
便
性
を
考
え
て
土

日
に
も
利
用
で
き
な
い
か
？

　
総
務
部
長
　
急
速
充
電
器

の
利
用
に
つ
い
て
は
、
い
た

ず
ら
防
止
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
な
ど
の
観
点
か
ら
、
職

員
が
常
駐
し
て
い
る
時
間
で

の
平
日
の
み
の
利
用
と
な
っ

て
い
る
。
土
日
休
日
の
急
速

充
電
器
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

公
用
車
管
理
棟
に
職
員
が
常

駐
し
て
い
な
い
た
め
、
無
人

管
理
で
の
対
応
は
、
難
し
い

状
況
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
電
気
自
動
車
の

普
及
に
伴
う
利
用
回
数
や
市

民
ニ
ー
ズ
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
か
ら
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
な
ど
先
進
市
へ
の

詳
細
な
調
査
を
行
い
、
情
報

収
集
に
努
め
た
い
と
考
え
る
。

　
急
速
充
電
器
の
利
用

質問

問答

民

主

党

今
　
野
　
英
　
子

 

片
　
野
　
広
　
隆

市
長
後
援
会
の
会
計
処
理

19

山
　
木
　
綾
　
子

民

主

党

土
日
の
急
速
充
電
器
の
利
用
も18

山
　
根
　
史
　
子

川
　
口
　
啓
　
介

川
　
口
　
知
　
子

柿
　
田
　
有
　
一

市長に説明責任と猛省を求める決議

　去る平成２６年１１月２７日に開会した川越市議会第６回定例会第１４日の本会議での一般質問におい

て、川合善明市長は自身の後援会が主催した平成２２年開催の「川合よしあき市政報告会・賀詞交歓会」

における収支の不足した差額３９万５１５４円ならびに平成２４年開催の「川合よしあき市政報告・賀詞

交歓会」における収支の差額４８万９５１７円、そして、平成２５年開催の「川合よしあき後援会役員懇

親会」における収支の差額３７万７０６０円の総額１２６万１７３１円の不足分の支払いや有権者の有無

について問われると、不足分については川合よしあき後援会で負担し、有権者も参加していたと答弁した。

　また、自身の後援会が行ったこれら費用負担については公職選挙法第１９９条の５第１項ならびに第２

項で禁止されている後援団体が行う寄附の制限に抵触する可能性が高い不適正な支出であることを市長自

身が認めた。

　現職閣僚が自らの後援団体の政治資金の問題で引責辞任するなど、国民や有権者から「政治とカネ」に

対する厳しい姿勢が問われている中で、川合善明市長自らの名が冠され、所在地が市長の自宅であり、会

計責任者が市長の親族である後援団体が公職選挙法に抵触する可能性がある今回の様な政治資金の不適正

な取り扱いを３年以上も続けてきたとともに、こうした後援団体から川合善明市長自身が政治活動の支援

を受けてきたことは極めて遺憾である。

　今回問題となった川合よしあき後援会が行った公職選挙法に抵触する可能性の高い事業について新聞を

はじめとするマスコミでも大きく取り上げられ公となった事態は、川合善明市長に市政運営を負託した川

越市民の信頼を大きく損なうものであり、川越市の名を貶めたことは重大な政治的責任を問われるもので

ある。

　政治や政治家に対して、有権者から「政治とカネの問題」について厳しく自浄作用が求められている今、

川合善明市長と自身の後援会に関する公職選挙法に抵触する可能性が高い不適正な政治資金の取り扱いに

ついて指摘を受けた事実を重く受け止め、自らと川合よしあき後援会の政治資金について市民に対して説

明責任を果たすとともに、出処進退を含めた政治責任を果たすことを強く求める。

　右、決議する。

　　　平成２６年１２月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　越　市　議　会


